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　９月に開かれた町議会定例会で、令和４年度の各会計の決算が審議され、それぞれ認定されました。

　一般会計の決算額は、歳入が８９億９，６６８万１，１１６円、歳出が８４億９，１９４万４，３０６円となり、歳入歳出 

差引額は５億４７３万６，８１０円となりました。

　このうち２億５，０００万円を財政調整基金に繰り入れし、２億５，４７３万６，８１０円が翌年度へ繰り越されました。

令和４年度野木町
一般会計決算状況

問政策課　撒（57）4116

公債現在高 基金現在高
事 業 債 名 金 額 増減率（％）※

一 般 会 計 事 業 債 ６６億９，９７１万円 △５．９

町 営 墓 地 事 業 債 ２，３８１万円 △２１.７

水 道 事 業 債 ６億６，８９７万円 △７.５

下 水 道 事 業 債 ３７億９，４３０万円 △４.３

合 計 １１１億８，６７９万円 △５．５

基 金 名 金 額 増減率（％）※

財 政 調 整 基 金 １０億７，９１７万円 ３６．８

減 債 基 金 １億１，３２１万円 ０.０

公 共 施 設 整 備 基 金 ２億１，６６２万円 ０.０

義 務 教 育 施 設 整 備 基 金 ９，８０１万円 １.０

地 域 福 祉 基 金 ５，６４３万円 ０.０

災 害 基 金 １，０００万円 １.０

ま ち づ く り 基 金 １億３６４万円 ０.０

重 要 文 化 財 野 木 町
煉 瓦 窯 保 存 基 金

９７９万円 １４．８

森 林 環 境 譲 与 税 基 金 ２６６万円 △２８.２

土 地 開 発 基 金 １億１，１３９万円 ２７．４

一 般 旅 券 印 紙 等 購 買 基 金 ２００万円 ０.０

国民健康保険財政調整基金 ３億５６８万円 ２３．１

介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金 ３億３７万円 ４４．８

令和５年３月３１日住基人口２５，０９９人より計算

１人当たりが
負担する町税

町民税
６５，８０４円

固定資産税
７２，２３８円

町たばこ税
６，９７９円

軽自動車税
２，７６２円

１人当たりに
使われるお金

民生費
１３０，４６６円

教育費
４１，７２４円

土木費
３０，６６６円

総務費・衛生費・公債費他
１３５，４８１円

※令和３年度決算と比較

繰入金
３，００８万円

（０．４％）

その他
１億３，２６３万円

（１．５％）

国・県支出金
２３億３，４５０万円

（２６．０％）

地方消費税
交付金

６億１，２６９万円
（６．８％）

町債
２億７，０３０万円

（３．０％）

地方譲与税
１億２９８万円

（１．１％）

地方交付税
１３億３，１６７万円

（１４．８％）

繰越金
２億４，３０４万円

（２．７％）

歳出
８４億９，１９４万円 民生費

３２億７，４５８万円
（３８．６％）

議会費
１億４６５万円

（１．２％）

総務費
９億６２８万円

（１０．７％）

衛生費
１０億９８６万円

（１１．９％）
農林水産業費
２億２，２１２万円

（２．６％）

商工費
１億３，６４２万円

（１．６％）

土木費
７億６，９６９万円

（９．１％）

消防費
３億１，６２５万円

（３．７％）

教育費
１０億４，７２４万円

（１２．３％）

公債費
７億４８５万円

（８．３％）

歳入
８９億９，６６８万円

自
主
財
源

４６．８
％

依
存
財
源

５３．２
％

町税
３７億９２０万円

（４１．２％）

その他
２億２，９５９万円

（２．５％）

財産現在高
区 分 土地（㎡） 建物（㎡）

行政財産

本 庁 舎 ２４，３０６．９４ ５，２１３．２６

警察(消防)施設 ３，３０８．５２ １，０２２．６８

そ の 他 の 施 設 ４，８８９．７０ ４５８．５４

公共用
財産

学 校 ２１６，０８５．６５ ４７，４６５．１２

公 営 住 宅 ２，０８４．００ ４９８．３６

公 園 ２８８，０５８．３１ ４４７．９９

児 童 館 ２，９０７．７０ １，０３７．３４

そ の 他 の 施 設 ２４１，４５４．４２ ２０，７２８．８７

普通財産 １１７，３９１．８１ １，１３４．２４

合 計 ９００，４８７．０５ ７８，００６．４０
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公債現在高  令和５年９月３０日現在

財産現在高  令和５年９月３０日現在

基金現在高  令和５年９月３０日現在

事 業 債 名 金 額 増減率（％）※

一 般 会 計 事 業 債 ６３億６，９０３万円 △６．２

町 営 墓 地 事 業 債 ２，０５１万円 △２４．３

水 道 事 業 債 ６億４，２２６万円 △７.８

下 水 道 事 業 債 ３６億５３６万円 △４.６

合 計 １０６億３，７１６万円 △５．８

区 分 土地（㎡） 建物（㎡）

行政財産

本 庁 舎 ２４，３０６．９４ ５，２１３．２６

警察(消防)施設 ３，３０８．５２ １，０２２．６８

そ の 他 の 施 設 ４，８８９．７０ ４５８．５４

公共用
財産

学 校 ２１６，０８５．６５ ４７，４６５．１２

公 営 住 宅 ２，０８４．００ ４９８．３６

公 園 ２８８，０５８．３１ ４４７．９９

児 童 館 ２，９０７．７０ １，０３７．３４

そ の 他 の 施 設 ２４１，４６２．４０ ２０，７２８．８７

普通財産 １１７，３９１．８１ １，１３４．２４

合 計 ９００，４９５．０３ ７８，００６．４０

基 金 名 金 額 増減率（％）※

財 政 調 整 基 金 １３億２，９１８万円 ２３．２

減 債 基 金 １億１，３２１万円 ０.０

公 共 施 設 整 備 基 金 ２億１，６６２万円 ０.０

義 務 教 育 施 設 整 備 基 金 ９，８０１万円 １.０

地 域 福 祉 基 金 ５，６４３万円 ０.０

災 害 基 金 １，０００万円 １.０

ま ち づ く り 基 金 １億３６４万円 ０.０

重 要 文 化 財 野 木 町
煉 瓦 窯 保 存 基 金

１，０４６万円 １４．６

森 林 環 境 譲 与 税 基 金 ２６６万円 ２６.９

土 地 開 発 基 金 １億１，１３９万円 ２７．４

一 般 旅 券 印 紙 等 購 買 基 金 ２００万円 ０.０

国民健康保険財政調整基金 ３億５６９万円 ２３．１

介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金 ３億３７万円 ４４．８

合 計 ２６億５，９６６万円 １９．１

※令和４年９月３０日現在と比較

（44.9％）

（29.5％）

（100.0％）

（67.0％）

（0.5％）

（87.3％）

（16.3％）

（67.7％）

（40.6％）

（万円） 5億 10億 15億 20億 25億 30億 35億 40億

35億 30億 25億 20億 15億 10億 5億 （万円）

（3.9％）

（51.1％）

（39.2％）

（40.3％）

（28.3％）

（44.6％）

（43.1％）

（34.7％）

（44.1％）

（48.5％）

（0.0％）

● 令和５年度一般会計上半期予算執行状況 【繰越事業費含む】　（９月３０日現在）

歳
　
　
　
　
出

その他

歳入額（予算額） （予算額）歳出額

（2億9,498）

（9,469）

（2億5,474）

（5億1,000）

（5億5,740）

（6億8,468）

（10億3,000）

（22億3,211）

（36億8,372）

１億3,257

2,796

2億5,474

3億4,152

0

352

8億9,884

3億6,478

24億9,335

歳
　
　
　
　
入

その他

地方譲与税

繰越金

地方消費税
交付金

町債

繰入金

地方交付税

国・県支出金

町税

民生費

衛生費

教育費

総務費

土木費

公債費

消防費

商工費

農林水産業費

議会費

（33億6,403）

（12億2,548）

（10億6,561）

（9億8,393）

（8億9,927）

（7億1,470）

（3億2,481）

（7,077）

（3億559）

（2億7,034）

（1億1,149）

13億6,518

5億2,877

3億6,932

4億3,362

4億3,628

3億1,860

1億3,089

8,661

1億603

5,694

303
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● 令和４年度特別会計等決算状況

公営企業会計（消費税含）
水 道 事 業 歳 入 歳 出 差 引

収 益 的 収 支 ３億６，４３８万円 ３億６，５１２万円 △７４万円

資 本 的 収 支 ８７７万円 ２億６，６３８万円 △２億５，７６１万円

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２億５，７６１万円は、過年度分損益勘定留保資金５，０６７万円、当年度分損益勘定留保資

　金１億３，０９８万円、建設改良積立金７，２７２万円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３２４万円で補てんしました。

下 水 道 事 業 歳 入 歳 出 差 引

収 益 的 収 支 ７億２，２８１万円 ５億７，５９７万円 １億４，６８４万円

資 本 的 収 支 ２億５，１４３万円 ５億１，８５９万円 △２億６，７１６万円

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２億６，７１６万円は、当年度分損益勘定留保資金１億４，６１６万円、当年度未処分利益剰余

　金１億１，２５８万円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額８４２万円で補てんしました。　

特別会計
事 業 名 歳 入 歳 出 差 引

国 民 健 康 保 険 ２７億４，２３６万円 ２６億８，４１４万円 ５，８２２万円

介 護 保 険 ２３億６８８万円 ２０億７，２５７万円 ２億３，４３１万円

後 期 高 齢 者 医 療 ３億５，７１６万円 ３億５，３２７万円 ３８９万円

町 営 基 地 事 業 ４，６２８万円 １，４３４万円 ３，１９４万円

● 令和５年度特別会計等上半期予算執行状況 【繰越事業費含む】　（９月３０日現在）

歳入 歳入額（予算額） （予算額）歳出額

（万円） （万円）

5億 10億 15億 20億 25億 30億5億10億15億20億25億30億

国民健康保険

介護保険

後期高齢者医療

町営墓地事業

11億8,300

（27億7,547）

13億8,219

（23億2,841）

1億4,898

（3億7,178）

4,137

（4,436）

10億6,171

（27億7,547）

8億2,132

（23億2,841）

1億3,105

（3億7,178）

349

（4,436）

（38.3％）

（35.3％）

（35.2％）

（7.9％）

（42.6％）

（59.4％）

（40.1％）

（93.2％）

【水道事業】

歳入額（予算額） （予算額）歳出額

（万円） （万円）

1億2億3億4億 1億 2億 3億 4億

1億7,144

（4億3,905）

0

（1億15）

6,995

（4億966）

5,315

（2億2,100）

収益的収支

資本的収支

【下水道事業】

歳入額（予算額） （予算額）歳出額

（万円） （万円）

収益的収支

資本的収支

4億5,980

（7億2,722）

1億8,492

（5億2,784）

9,347

（6億3,099）

2億7,145

（9億6,279）

2億4億 2億 4億6億10億 8億 6億 10億8億

（39.0％）

（0.0％）

（17.1％）

（24.0％）

（63.2％）

（35.0％）

（14.8％）

（28.2％）

歳入

歳入

歳出

歳出

歳出



（5）

この１年、野木町が重点的に進めている施策についてお知らせします

安全・安心のまちづくり

防災行政無線整備事業

　災害の発生または発生するおそれがある場合、町民

の皆様へ災害情報の提供および避難情報等の伝達手段

として防災行政無線を整備しています。本年度は、野

木第二中学校に拡声子局設備を設置します。

消防ポンプ自動車購入事業

　町消防団第３分団の消防ポンプ自動車の老朽化に伴

い、不測の故障を防止し、消防団活動が効率的に行え

るよう消防ポンプ自動車の更新を行います。災害時に

は、安全かつ迅速に対応できるよう日頃からの訓練お

よび車両整備に努めます。

友沼橋橋脚等長寿命化対策事業

　現在の友沼橋は、度重なる大雨増水等による冠水や

洗堀等により老朽化が進行しており、今後も橋を安全・

安心に利用していただくための対策工事が必要となっ

ています。そのため今年度につきましては、洗堀が進

行している橋脚部の根固め工事を予定しています。

内水ハザードマップ作成事業

　内水による浸水に関する情報を町民の皆様にわかり

やすく提供することにより、被害を最小化するため、

また情報を共有することで、自助・共助、防災意識の

向上にお役立てていただくために内水ハザードマップ

の作成を進めます。

逆川排水機場耐震補強等事業

　水害に備えた機能の確保と強化を図り、現在の耐震

基準に適合させるための耐震補強工事と併せて、電気・

機械等の設備改築工事を行います。

二級幹線９号線他１路線道路改良事業

　南赤塚にある根渡神社西側に位置する野木駅前東

通りと県道東野田・古河線を南北に結ぶ道路の整備を

行っています。交通の利便性向上、安全・安心な道路

整備のため昨年度に引き続き、舗装や側溝の整備を実

施します。

野木工業団地内道路改良整備事業

　渋滞の緩和、傷んだ舗装の修繕及び道路冠水対策の

ため、野木工業団地内の道路整備を行っています。こ

の事業は長期なものとなりますが、今年度は、ＪＲ中

谷踏切から東に向かった中央通りとの交差点の拡幅工

事を実施します。

問政策課　撒（57）4216

デマンドタクシー運行事業

　ご利用したいときに電話でご予約いただくと、野木

町内の「どこから」「どこへでも」お迎え、お送りする乗

合タクシー「キラ輪号」を運行しています。

　利用される方からのご意見や今年度策定する地域公

共交通計画を基に、利便性を向上させ、快適に利用し

ていただけるようデマンドタクシー全般のサービス向

上を図っていきます。

新４号国道アクセス道路整備事業

　野木駅東通りを東に向かい野木町総合運動公園の南

側を通過し、１本の道路で新４号国道に繋がる道路の

整備を古河市と協定を結び事業を行っています。早期

に完成できるよう順次整備を行っていきます。

少子高齢化対策

野木町総合サポートセンター事業

　健康・福祉・介護・子育て・障がい・生活困窮などの困

りごと、悩み、不安などを相談できる総合相談窓口と

して、社会福祉士や保健師、保育士、生活困窮者自立

相談支援員等の専門職員が皆様のご相談に対応します。

若者の出会い応援事業

　野木町の魅力を新発見・再発見してもらいながら、

未婚の男女に「出会いの場」を創出する事業です。同じ

時間を過ごしながら同じ体験を行うことにより、交流

が深められるような素敵な出会いの場を提供できるよ

う努めます。

重層的支援体制整備事業

　介護・障がい・子育て・生活困窮など各担当者が行っ

ていた相談体制では解決に結びつかないような「生活

する上での困りごと」に対応するため、相談支援、参

加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施して

います。

【子育て支援】

出産祝金支給事業

　次世代を担う子どもの誕生を祝うとともに、健やか

な成長を願い、出産祝金を支給しています。

（支給要件あり）

こども医療費助成事業

　０歳から１８歳までの子どもに対する医療費の助成

を行っています。県内の医療機関で受診した場合は窓

口負担が０円となる現物給付を実施しています。
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第３子以降小中学校等入学祝金事業

　小中学校等へ入学する第３子以降の児童生徒の保護

者に、児童生徒の健全な育成と町の活性化に資するた

め入学祝金を支給しています。

子育て世代包括支援センター事業

　安心して妊娠・出産・育児ができるように、必要な支

援につなぐ「伴走型相談支援」と「出産・子育て応援ギフ

ト（経済的支援）」を合わせて実施しています。

　母子健康手帳交付時にすべての妊婦さんと面談を行

い、必要なサポートをコーディネートするため、医療

機関や子育て支援機関と連携しながら、切れ目のない

サポートを行っています。

　すべてのご家庭に、赤ちゃん訪問に伺い、育児不安

の軽減を図り、利用できるサービスや事業の紹介を行

うとともに、就学前までの育児等に関する相談もお受

けしています。

　また、令和５年１月２３日以降、母子健康手帳交付

の面談を終えた方に出産応援ギフト（５万円）、赤ちゃ

ん訪問を終えた方に子育て応援ギフト（５万円）の交付

を行っています。

英語教育の充実事業

ＡＬＴ（外国語指導助手）を全小中学校に配置すると

ともに、幼児期からの英語力向上を図るため、幼稚園

や保育園に派遣しています。また、英語力向上推進リー

ダーが全小中学校を巡回し、児童生徒の英語力の向上

のため、教員への英語指導の支援を行っています。

　さらに野木町の小中学校に在籍している児童生徒の

英語力及び学習意欲の向上を図ることを目的に英語検

定３級検定料の半額を補助しています。

学校図書館司書配置事業

　全小中学校に図書館司書を配置することで、「読書

のまち」にふさわしい子どもたちの成長のため、読書

推進活動の環境を整えています。

ＩＣＴ整備事業

　国が推進するＧＩＧＡスクール構想に基づき、全小

中学校に配備したタブレットに学習支援ソフトを導入

し、学習活動の充実を図っています。また、円滑な運

用のため、ＩＣＴ支援業務委託により、授業環境や操

作等の支援を行っています。

佐川野小学校屋上防水外壁改修事業

　老朽化の進んでいる佐川野小学校校舎の防水改修工

事を実施します。

新橋小学校屋上防水外壁改修事業実施設計業務

　老朽化の進んでいる新橋小学校校舎の外壁と防水の

改修工事を行うため、実施設計を行います。

【健康・高齢者福祉】

ふれあいサロン事業

　高齢者が地域の中で生きがいを持っていきいきと元

気に暮らせるように、１６か所の会場において、交流

や趣味活動、健康づくり等を行うサロンを実施してい

ます。また、フレイル予防のため専門職による健康指

導も行っています。

安全・安心見守りネットワーク事業

　高齢者や障がいのある方など、日常的な見守りが必

要な方や災害時に支援の必要な方を地域で支えるため

の事業です。要支援者（見守られる人）と見守り協力員

（見守る人）の登録を推進し、地域ぐるみの活動ができ

るように体制を整えていきます。

高齢者外出支援事業

　高齢化の進展に伴い、日常生活の移動手段がない方

が増加していることから、高齢者の外出を促し、閉じこ

もりによる体力低下や認知症を予防するため、タクシー

利用券を配布し、タクシー料金の一部を助成しています。

健診事業

　保健センターでの集団健診のほか医療機関での個別

健診も行っています。対象の方には受診券を個別送付

し、ＷＥＢ予約（２４時間対応）や休日健診、無料の託児

サービスなど、多くの方に受診していただける機会を

設けています。また、がん患者支援として、医療用ウィッ

グ及び乳房補正具購入費の一部を助成しています。

健康タウンのぎ事業

　町民の健康に関する意識の向上と啓発を図り、健康

保持増進に対する生活習慣の確立を促すための事業を

行います。医師による「健康講演会」、口腔がん検診、

フッ素歯面塗布、運動専門の講師による「運動教室」な

どを予定しています。

町体育センター照明改修工事実施設計事業

　現在、町体育センターでは照明に水銀灯を使用してい

ますが、水銀灯の製造・流通が禁止になったため、今後

も継続して使用するために照明をＬＥＤに変更します。

町の活性化策

【市・町間連携】

近隣自治体との広域的連携の推進

　「小山地区定住自立圏形成協定」に参画する小山市・

下野市・結城市や、「関東どまんなかサミット会議」に

加盟する古河市・加須市・栃木市・小山市・板倉町などの

隣接する自治体と、公共交通や公共施設の利便性向上、

各種住民サービスの更なる充実を目指して各種協定を

結び、広域的な連携を強化しています。

この１年、町が重点的に進めている施策
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【移住・定住策】

定住促進事業

　町内に新たに住宅を取得された方を対象にした「野

木町定住促進補助金」や東京圏からの移住者を対象に

した「移住支援金」の交付をしています。また、移住パ

ンフレットの配布、ひまわりフェスティバルや都内で

行われる相談会への参加、ＳＮＳを使っての情報発信

をすることで、野木町の住みやすさを周知し、移住者

及び関係人口の増加に努めています。

空家等対策補助事業

　所有者への指導及び適正管理の周知をするとともに

倒壊しそうな特定空家等の除却費用を補助することで

危険な空き家の除却を促し、管理不全空き家の減少を

図ります。

　また、空き家所有者へ空き家バンクや空き家バンク

登録物件を対象とした「リフォーム補助金」制度の周知

を行い、空き家の利活用にも努めていきます。

企業誘致奨励金事業

　企業誘致を促進し、産業の振興と雇用機会の拡大を

図ることを目的とし、新設または増設した事業所の施

設設置や用地取得に対する費用を奨励金として補助し

ます。

【協働のまち】

協働のまちづくり支援事業

　町民活動を行う団体等が多様な発想に基づき、自主

的・自発的に行う公共的・公益的活動に対する支援で

す。地域子育て支援・福祉活動や男料理で野木町を笑

顔にする事業、のぎオーガニックテーブルの事業が行

われています。

わがまちつながり構築事業

　住民自ら実践する地域づくり活動や町を越えた広域

的な取り組みを支援し、地域創生の実現を図ります。

のぎ水辺の楽校の事業や空き家活用プロジェクト「ぷ

らっとほうむＣＡＤＯ」、アートでつながる街中活性

化事業等が行われています。

花と緑いっぱい運動事業

　道路や公園等の公共施設に草花を植栽するボラン

ティア団体等と協力し活動を行うことで、「協働のま

ちづくり」を推進するとともに、花と緑に彩られた潤

いのある美しい景観を形成することにより、町全体の

イメージアップを図ります。

【リサイクルのまち】

家庭用太陽光発電システム等設置補助事業

　太陽光発電システムと併せて設置する、もしくは既

存の太陽光発電システムと常時接続させる形で自家消

費を行えるよう新たに蓄電池を設置した場合、費用の

一部補助を行っています。

ごみ出しサポート事業

　家庭ごみを出すことが困難な高齢者や障がい者を対

象に、家庭ごみの戸別収集と声かけによる安否確認を

行っています。

【農業振興】

農業経営安定化事業

　町の基幹産業である農業、その中でも生産面積が一

番多い水稲について、担い手の生産意欲向上と農業経

営の安定化を図るため、水稲作付面積に応じて集落営

農組合等へ補助を行っています。

農業次世代人材支援事業

　農業従事者の減少や高齢化が進展する中、次世代の

農業を担う新規就農者に対して、就農後必要となる費

用の一部補助を行っています。

【観光振興】

町制施行６０周年記念事業

　町制施行６０周年を記念し、１１月に記念式典を開催

するほか、各種イベントを開催しています。記念誌や

横断幕等を作成し町内に広く周知することで、郷土愛

の醸成や野木町の魅力発信を図っています。

交流センター講座等開催事業

　交流センター（野木ホフマン館）は、観光と学習・地

域振興の拠点施設として平成２８年５月の開館以来、

来館者数は２０万人を超え、交流センターとその付属

施設である「野木町煉瓦窯」と「体験学習施設」を活用

し、町内外から多くの世代や地域を越えた交流の場と

して親しまれています。

　野木町煉瓦窯や渡良瀬遊水地の自然など魅力ある歴

史・自然環境の中で、子どもから高齢者まで誰もが気

軽に学習機会を得ることができる様々な講座等を開催

し、地域の賑わいづくりや元気創出、地域創生に寄与

できる施設を目指していきます。

ひまわりフェスティバル事業

　夏の「ひまわりフェスティバル」は、今年度で３２回

を迎えました。ひまわり大迷路や模擬店、ステージイ

ベント等を行い、約２万４千人の方が訪れました。な

お、秋の「産業祭」、冬の「駅前イルミネーション」は、

開催に向けて各団体と準備を進めていきます。

この１年、町が重点的に進めている施策
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この１年、町が重点的に進めている施策

煉瓦窯関連イベント事業

　野木町煉瓦窯ではグランドオープン以来、様々なイ

ベントを開催しています。煉瓦窯見学ツアーのほか

に、煉瓦窯に関連した様々なワークショップや模擬店

なども行い、たくさんに方にお越しいただいています。

１１月開催予定の煉瓦窯秋フェスタは、メタセコイア

の紅葉時期に開催予定となります。多くの方に煉瓦窯

と紅葉をご観覧いただきたいと思います。今後も野木

町煉瓦窯を観光拠点として活用し、町のＰＲを進めて

いきます。

野木ブランド認定事業

　現在２０品がブランド品として認定されています。

町ならではの優れた魅力ある製品による付加価値の向

上と、町のイメージアップ、地域経済の活性化を図る

ため、野木ブランド認定事業を実施しています。

【文化振興】

公民館講座等開催事業

　公民館では、子どもから大人まで誰もが気軽に学習

機会を得られるように様々な公民館講座やボランティ

ア団体との協働講座を開催しています。今後も町民の

ニーズに沿った多様な学習機会や場所を提供できるよ

う努めます。

文化会館自主事業

　今年で１０周年を迎えた落語ワークショップ「ひまわ

り亭」や、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の講師を

招いて「はやぶさ２」についての講演会を実施しまし

た。その他、２０周年を迎える落語の「えにす寄席」、

映画会、音楽コンサート、講座など文化芸術を身近に

触れてもらうために 1 年を通して様々なジャンルの催

物を計画しています。今後もたくさんの方々に親しま

れる文化会館を目指していきます。

文化会館改修事業

　野木エニスホールは、反響板を設置してのクラシッ

ク演奏で生音の響きが非常に良いホールです。そうし

た演奏会等の中でアナウンスなどにおいて、マイクを

とおしてスピーカーからお客様へお伝えする場面が必

ずあります。

　開館以来同じスピーカーを使用しており、音の明瞭

性が損なわれ始めているので、今回の大ホールプロセ

ニアムスピーカーシステム改修工事で、スピーカーの

入れ替えとシステムの改修、音質・音圧の調整を行い、

より良い環境を整えます。

【情報ネットワークの整備】

ＢＰＲ（業務改革）

　業務を効率的に行うための業務改革に向け、煩雑化

した業務手順や帳票の見直しを行い、町民サービスの

向上を図ります。

窓口業務支援システム構築業務

　住民課窓口業務において、待ち時間や手続き時間を

短縮するため、行政手続きのデジタル化を図ります。

ましたのも町民の皆様の御協力のお蔭です。つらい経験

をされた方々には、早く元の生活に戻れますように願っ

ております。

　災害時には、互いに力を出し合い、支えあっていく事

が大切なことを学びました。先の突風の折も、消防団・

建設業組合・町民・職員が一体となって、一夜のうちに

７０本もの路上倒木を処理しました。また被災したお宅

のご近所の方が皆で、飛んだ屋根材の片付けを手伝って

いる姿に接し、胸が熱くなりました。どんな時でも一人

ではなく、向こう三軒両隣、寄り添えあえる野木町であ

りたいです。災害の復旧にご協力いただいたすべての皆

様に改めて御礼申し上げます。今後、いつまた予期せぬ

ことが起こるかもしれません。皆で力を合わせて頑張っ

ていける野木町でありたいと思います！

　予期せぬことが

　近頃は何かと異常気象が話題になりますが、確かに今

年の夏は、暑さが今までの常識を超える日が連続して続

きました。皆様の体力も相当消耗されたことと拝察いた

します。特に野木町では７月１０日にダウンバーストと

いう突風に見舞われ、かつて経験したことのない災害に

あい、屋根を飛ばされたり、木々が倒れたりと全く予期

できないことの連続でした。被災されました皆様には、

改めて心よりお見舞いを申し上げます。また農業や事業

所被害にあった方たちも復旧を目指して歩み始めておら

れますことに、敬意を表します。

　新型コロナウィルス感染症に悩まされた 3 年半でした

が、この３か月間は、特に予期せぬ災害や異常気象にダ

ブルで悩まされました。何とかここまで来ることができ
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３年生　社会科町めぐり

４年生　宿泊学習 ５年生　家庭科調理実習
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た
「
か
が

や
き
つ
づ
け
て
四
十
年

　
地
域
と
と
も

に
　
未
来
へ
向
け
て

　
笑
顔
で
は
ば
た

け
　
新
橋
小
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
、

記
念
式
典
で
は
、
六
年
生
が
新
橋
小
の

歴
史
に
つ
い
て
調
べ
た
こ
と
や
新
橋
小

ク
イ
ズ
を
発
表
し
ま
し
た
。
学
校
の
歴

史
を
通
し
て
、
昔
の
学
校
や
当
時
の
関

係
者
の
努
力
や
工
夫
を
知
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

　
ま
た
、
コ
ロ
ナ
禍
で
控
え
て
い
た

様
々
な
交
流
活
動
も
徐
々
に
戻
っ
て
き

て
い
ま
す
。
六
年
生
と
一
年
生
が
手
を

つ
な
い
で
入
場
し
た
入
学
式
。
縦
割
り

班
で
楽
し
く
ゲ
ー
ム
を
し
た
一
年
生
を

迎
え
る
会
。
運
動
会
で
は
、
保
護
者
や

地
域
の
方
に
も
ご
参
加
い
た
だ
き
、
大

玉
送
り
を
行
い
ま
し
た
。
生
活
科
「
町

た
ん
け
ん
」
や
各
学
年
の
校
外
学
習
な

ど
、
様
々
な
人
・
自
然
・
社
会
と
積
極

的
に
関
わ
り
、
体
験
的
・
協
同
的
な
豊

か
な
学
び
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
全
教
育
活
動
を
通
し

て
、
児
童
の
「
他
者
と
の
関
わ
り
の
中

で
の
自
己
形
成
」
を
促
し
、
児
童
・
保

護
者
・
地
域
か
ら
、
よ
り
信
頼
さ
れ
る

学
校
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

６年生　着衣水泳

６月１６日　創立記念式典５月２１日　運動会４月１１日　入学式

児童会　１年生を迎える会 ２年生　生活科町たんけん
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＼地域で守ろう！子どもの笑顔／

１１月は児童虐待防止推進月間です

　「虐待」とは親や保護者によってなされる子どもの心身を傷つけ、健やかな成長・発達を損なう行為です。たと

え親の愛情から行われた「しつけ」であっても、子どもの安全が守られていない状態であれば「虐待」になる可能

性があります。

～虐待の４種類～

【子ども】

・ちょっとしたことでひどく怯える

・大人の顔色を過度にうかがう

・表情が乏しい

・感情のコントロールができず、急に爆発する

・泣き声が聞こえる

・病気ではないのに低身長、低体重である

・不自然な外傷（傷、あざなど）がある

・給食をむさぼるように食べる

・身体を触れられたり、着替えを嫌がる　など

【保護者】

・子どもの養育に関して拒否的　・無関心

・家庭内が不衛生

・叱る声や怒鳴り声が聞こえる

・近所や地域で孤立している様子がある

・子どもの外傷や状況について説明できない、

   つじつまが合わない　など

〈身体的虐待〉

・殴る、蹴るなどの暴力　・戸外に閉め出す

・やけどを負わせる

・乳児を強く揺さぶる　など

〈ネグレクト〉（養育の放棄・怠慢）

・食事を与えない　・学校に行かせない

・不潔な環境で生活させる

・病気やけが、虫歯の治療をしない

・子どもを残し外出する　など

〈性的虐待〉

・性行為を強要する　・性器や性交を見せる

・ポルノビデオを見せる

・ポルノ写真の被写体にする　など

問◆こども教育課　　撒（57）4138（野木町子ども家庭総合支援拠点）

　◆県南児童相談所　撒 0282（24）6121　◆児童相談所全国共通ダイヤル　撒 189（いちはやく）

※地域で気になったことがあったとき、子育てで

　困ったときには連絡・相談を！

※通報者の情報を知られることはありません。

周囲にこのような親子はいませんか？ ～虐待に気づくために～

　児童虐待相談件数は増加の一途をたどっており、町への虐待相談も年々増加傾向にあります。

　地域で虐待に気づき、子どもの笑顔を守りましょう。

〈心理的虐待〉

・無視する　・拒否的態度をとる

・夫婦間の暴力（DV）を見せる

・ほかの兄弟と差別する

・言葉による脅かし、暴言　など

◯児童虐待ってどのようなこと？

人権講演会「ヤングケアラーについて考え
てみませんか？」

日１１月２７日（月）開場１３時１５分 開演１３時３０分

所役場新館２階大会議室

【講師】柴田 直也 氏（社会福祉法人那須塩原市社会

　　　福祉協議会　相談支援包括化推進員）

定先着１００名 事前予約制（無料・手話通訳あり）

申１１月１日（水）～２２日（水）

　電話、メール、ＦＡＸまたは直接問合せ先

問生活環境課　撒（５７）４１３２

  死seikatukankyou＠town.nogi.lg.jp

１２月４日～１０日「人権週間」です
～人権週間特設相談～

　特設人権相談所を開設します。様々な人権問題に

ついて人権擁護委員が相談をお受けします。

日１２月１日（金）９時～１２時（受付は１１時３０分まで）

所ひまわり館多目的室２

※相談は秘密厳守となりますので、安心してご相談ください。

問生活環境課　撒（５７）４１３２
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＼ あなたのそばに暴力（ＤＶ）はありませんか？ ／

◆とちぎ男女共同参画センター相談ルーム

　撒 028（665）8720（予約受付時間：９時～１６時）

「女性に対する暴力をなくす運動」実施期間

◎身体的暴力…殴る・蹴る・突き飛ばす・物を投げる・首を絞める など

◎精神的暴力…大声で怒鳴る・無視する・生活費を渡さない・自尊心を傷つける・相手の行動を制限する など

◎性的暴力……性行為を強要する・避妊に協力しない・中絶を強要する など

　ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）とは、配偶者（内縁関係・元配偶者も含む）や恋人など親密な関係にある人から

振るわれる暴力のことです。

　また、子どもがＤＶを目撃することは児童虐待にあたります。家庭でＤＶを目撃したりＤＶの雰囲気を感じとるこ

とで感情表現や問題解決の手段として暴力を学習してしまうなど、子どもに悪影響を及ぼします。

ＤＶに関する相談窓口

ＤＶの形態

11/12
 ～ 25

　交際相手との間で起こる暴力のことを「デートＤＶ」と言います。男女間の交際が始まる若年層（高校生や大学生な

ど）でＤＶの増加が問題視されています。

デートＤＶをご存知ですか？

　どんなに親密な関係にあっても、暴力は決して許される行為ではありません。

　あなたのそばに暴力はありませんか？ひとりで悩まず、ご相談ください。

□自分の思い通りにならないと怒る

□相手の希望を無視して、物事を決める

□相手が他の人と仲良くすると責める

□生活費を（少ししか）渡さない

□相手の行動や交友関係を何でも知りた 
　がる
□携帯電話にたびたび連絡して行動を　
　チェックする

※該当する項目があったら相手を支配しよう
　としている表れです。自分や相手の態度や
　行動を見直しましょう。

ＤＶチェックシート

◆生活環境課　人権・協働推進係

　撒（57）4132（受付時間：平日８時３０分～１７時１５分）

爆発期

・怒りのコントロールができなく

　なる

・緊張が高まり暴力を振るう

蓄積期

・イライラした態度を見せる

・言葉が荒くなる

・ちょっとしたことで機嫌を損ねる

暴力は繰り返し行われていませんか？

ハネムーン期（安定期）

・もう絶対に暴力を振るわないと約束する

・強い愛情を注ぐ

・プレゼントをする

暴力のサイクルは
ひとりでは抜け出せません

野木町男女共同参画映画会『未来を花束にして』

　映画を通して、男女がお互いの個性を大切にし、協

力しあう「男女共同参画」について理解を深めましょう。

日１２月９日（土）１３時３０分～１６時（開場１３時）

所野木エニスホール小ホール

容１９１２年のイギリス・ロンドン、女性の参政権が認められ

　ていなかった。現状に疑問を抱いたモードは女性の参政

　権を求めるデモに参加するようになる。しかし、このよ

　うな活動に不満を抱く男性は多く夫からは家を追い出さ

　れ、仕事もクビになってしまう。困難にぶつかりながらも、

　参政権を求めた女性たちを描くヒューマンドラマ。

対町内在住在勤者　定２００名　儡無料（整理券配布）

※整理券は１１月１日（水）９時～生活環境課にて配布

　１人２枚まで配布（なくなり次第終了）

問生活環境課　撒（５７）４１５４

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化期間

　女性に関する様々な相談について、期間中時間を延

長して女性の人権問題に詳しい法務局職員または人権

擁護委員がお受けします。

日１１月１５日（水）～２１日（火）８時３０分～１９時

　撒０５７０（０７０）８１０（ナビダイヤル）（土日：１０時～１７時）

※相談は秘密厳守ですので安心してご相談ください。

問宇都宮地方法務局　撒０２８（６２３）０９２５

ひとりで悩まず

電話してください。
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問健康福祉課　撒（57）4171健 の康 ぎタ ウ ン を 目 し指 て 91

　
受診の流れ

　①健診の確認　

	 令和５年度野木町生活習慣病健診受診券が届きます。（５月に郵送しました。）

	 健診が行われる場所や日時、検査項目等を確認しましょう。

　②予約	 電話・窓口・インターネットにて集団健診の予約を受付中です。

	 個別健診の予約は指定医療機関に電話で予約しましょう。※予約状況は変動します。

　③受診	 健診を受けます。

　④結果の確認　

	 健診後約１か月半後に結果が返却されますので、結果を確認しましょう。

 　特定保健指導に該当された方

　⑤特定保健指導　

	 特定保健指導に該当された方は特定保健指導を受けましょう。

	 管理栄養士や保健師が、あなたの健康を守るためにはどうしたらいいかを一緒に考え、支援します。

	 動機づけ支援：メタボによる生活習慣病のリスクが出現し始めている方が対象

	 積極的支援：メタボによる生活習慣病のリスクが重なっている方が対象

みんなで受けよう！特定健診！特定保健指導！＼ ４０歳～７４歳のみなさまへ ／

特定健診とは？

　特定健診は、メタボリックシンドローム（以下メタボ）をはじめとした生活習慣病をいち早く見つけて、予防・改善する

ための健診です。高血圧、糖尿病、脳卒中、心臓病など、さまざまな生活習慣病は、主な原因が「生活習慣」という点で

共通しています。生活習慣の乱れは、多くの病気の温床になります。

特定保健指導とは？

　特定健診の結果に応じて、管理栄養士や保健師が行う、メタボの予防・改善のためのアドバイスや支援のことです。

　メタボの発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が高く期待できる方が対象です。

　健診はあなたの大切な“健康のバロメーター”です。忘れずに年１回の特定健診を受診して、 

健康づくりに活かしてください。

　もし特定保健指導の対象になった場合は、自分自身の生活習慣を見直す“きっかけ”となると 

受け止め、自身の健康づくりに役立てましょう。

特定保健指導を

受けましょう！

　９月３日に若林区自主防災協議会、１０日に松原区自主防災協議会の防災事業がありました。

　若林区では、心肺蘇生法や炊き出し訓練、松原区では避難訓練やパーテーションの設置訓練を実施しました。災

害が発生したとき、役場、消防、警察などの機関が十分に対応できない可能性があります。そんなときに、地域の

皆さんの力が頼りになります。

　自分の命は自分で守る、自分たちのまちは自分たちで守る、という心構えで地域住民同士が協力し合えるよう日

頃から心がけましょう。また、日頃より「マイ・タイムライン」の作成、「防災たより」やＬＩＮＥなどのＳＮＳサービ

スを登録して、災害に備えましょう。

野木町の防災
問総務課 撒（57）4112

Vol.56
災害に備えて

若林区
（心肺蘇生法の様子）

松原区
（ダンボールベットの設置の様子）

防災行政無線テレホンサービス

（自動音声応答装置）

0120 - 263208
上記の番号にお電話いただくと、防災行政無線の

放送内容を音声メッセージで確認できます。

※通話料はかかりません。
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　開催日時 １１月１８日（土）・１９日（日） ９時～１６時　場所 野木町煉瓦窯・野木ホフマン館

 秋 煉瓦窯 秋 フェスタ煉瓦窯 秋 フェスタ
町制施行６０周年記念

Event Schedule

【主催】野木町煉瓦窯イベント実行委員会　撒（３３）６６６７

開会式　日１８日（土）９時３０分

煉瓦窯見学ツアー　　儡無料

　日１８日（土）・１９日（日）９時～１６時（最終受付１５時３０分）

メタセコイア並木ライトアップ
　日１７日（金）～１２月３日（日）１６時３０分～１８時

　　イベント期間中（１８日（土）・１９日（日））は２０時まで延長

模擬店　日１８日（土）・１９日（日）１０時～１５時

絵画・陶芸作品展示/煉瓦窯パネル展　
　日１８日（土）・１９日（日）９時～１６時

ポニー広場　※お昼休憩等でいない場合もあります。

　煉瓦窯のお隣の乗馬クラブクレイン栃木から、

ポニーの「エジマルくん」が遊びに来ます！

　日１８日（土）・１９日（日）９時～１６時

　

 

校や農業施設、家屋の被害がありました。また、地震も

いつ起こるかわかりません。予測がつかないだけに日頃

からの備えが必要だと思いました。

　また、自身のことも不安があります。来年３月には、

長く務めてきた職場を去ることです。定年を迎えた人達

がどのように過ごされているのか、他人事のように聞い

ていましたが、自分のこととなると戸惑ってしまいます。

野木町に生まれ育ち、学生時代の一時期を除き、町から

離れたことがありません。とすれば、地域のため、家族

のために、少しでも役に立つことができればと思います。

それには、健康第一、規則正しい生活から実践していこ

うと思います。

　今年も、何を書こうかと考えていたが思うように書け

ず気持ちが焦るばかりです。そんな時、孫達と一緒に久

しぶりにひまわりフェスティバルに出向きました。真夏

の太陽に向かって咲き誇るひまわりの中で、今の自分に

ついて考えることができました。

　振り返れば、人生の節目とする還暦を過ぎて、家族は

もちろん、友人、職場の同僚と多くの人達に支えられて

きました。私事ですが、３人の子供と６人の孫にも恵ま

れ、ごく普通の日常生活を過ごしていて、さり気ない幸

せを感じています。

　しかし、心配や不安がないわけではありません。最近、

異常気象の影響で大雨や強風による災害が多発していま

す。７月には、野木町でも突風による災害が起こり、学

広報連絡委員レポート呉４50

広報連絡委員　黒須　美恵子

～今、私の思うこと～

観光協会のグッズ販売

ミニレンガプレート作成コーナー
　日１８日（土）・１９日（日）９時～１６時

町内周遊観光ガイド付きサイクリングツアー
　日１９日（日）１０時～、１４時～　定各回８人　儡無料

　申１１月１７日（金）までに産業振興課（撒（57）4240）へ

　※申込み状況に応じて当日参加も可能。

野
木
町
観
光
協
会
事
業

石窯料理を楽しもう（ピザ焼きの体験）

　日１８日（土）・１９日（日）

　　１０時～１１時３０分、１２時～１３時３０分

　儡５００円 / 人　定各回１５人（先着順）

レンガ粘土に触れてみよう（ミニ植木鉢づくり）

　日１８日（土）・１９日（日）

　　１０時～、１１時～、１３時～、１４時～（各回３０分）

　儡１００円 / 人　定各回１０人（先着順）

　※後日焼成しますので、直接受け取りに来てください。

ドライフラワーのカップケーキを作ってみよう
　日１８日（土）１０時～１４時３０分　

　儡５００円 / 人　定随時受付

れんが積み体験と記念しおりを作ろう
　日１８日（土）・１９日（日）１０時～１５時

　儡無料　定随時受付

　　　町制施行６０周年記念
　　　 お楽しみキャンディーつかみ取り　
　秋フェスタのチラシに付いている参加券を持って

ホフマン館へ！！（参加券付きチラシは、町内公共施設

及び自治会員各戸配布）

　日１８日（土）・１９日（日）１０時～１６時

　対小学生以下　※なくなり次第終了

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
　
※
当
日
受
付
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　きものを着て結城の街なかを散策するイベントです。

　希望者には結城紬のきもの貸出（事前予約：有料）もあります。

日１１月１１日（土）～１２日（日）両日１０時～１６時　所結城市北部市街地

小山地区定住自立圏

問結城市観光協会事務局（市商工観光課）　撒０２９６（３４）０４２１

結城市「第１５回 きものｄａｙ結城」

　小山地区定住自立圏とは、野木町・小山市・下野市・結城市が連携・協力して、誰もが住みたい・住み続けたい 

と思える圏域を目指す構想です。このコーナーでは、イベント情報など、各連携都市の魅力を紹介します。

第１４回きものｄａｙ結城（２０２２年）の様子

　下野市内の飲食店が、地元産かんぴょうを使用したオリジナルの芋煮汁を提供します。下野の秋の味覚・芋煮汁

をぜひ食べ比べてみてください。

　実施店舗ごとに実施日や営業時間などが異なるため、詳細は（一社）下野市観光協会ホームページをご確認くだ

さい。各店舗１日３０食程度の提供となります。

日１１月３日（金・祝）～２６（日）の土日・祝日

問（一社）下野市観光協会　撒０２８５（３９）６９００　URL http://www.shimotsuke-ta.com/

下野市「第 4 回 TENPYO IMONI PRESENTS 芋に ( 煮 ) 出会って！」

おやこ食育教室を開催

　８月１８日（金）、「おやこ食育教室」に２０名の親子が参加しました。

　地場産物の食材で彩りちらしずしやヨーグルトパフェなどを作りました。

　食生活改善推進員会は「私達の健康は私達の手で」をスローガンに町民の

皆様の健康づくりを応援するボランティアグループです。

問健康福祉課　撒（57）4171

トピックス ～町の話題～

ご寄附をいただきました　神谷運送株式会社従業員有志一同 様

　８月１７日（木）に、神谷運送株式会社従業員有志一同代表内山真紀様より、

ひまわりフェスティバルの射的の模擬店の売上１５２，０００円の目録が町長に

手渡されました。

　神谷運送株式会社様は、社員教育の一環として有志を募りひまわりフェ

スティバルに参加したそうです。

　子どもたちのために活用してほしいとのことで、教育事業に有効活用さ

せていただきます。

　大変ありがとうございました。 問産業振興課　撒（57）4238

ひまわり大迷路の景品を寄贈しました

　８月２２日（火）に、野木町ひまわりフェスティバル実行委員会真瀬委員

長より、ひまわり大迷路の景品であったお菓子約２，０００袋、花火４７セット、

地元コシヒカリ２キロ入１５袋の目録が、野木町社会福祉協議会知久善一会

長に手渡されました。

　お菓子等は、町内の保育園や児童館等へ、お米は生活困窮世帯への支援

として使用されました。

問産業振興課　撒（57）4238
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トピックス ～町の話題～

ご長寿おめでとうございます

野木町ＳＮＳ・公式ホームページで町の情報発信中！！

LINE X

Facebook 公式ＨＰ

Instagram

野
木
町
観
光
大
使

　
赤
羽
み
ち
え
先
生
連
載
第
�
号
114

　８月２７日（日）駅西口富士見公園で「ビールまつり」が４年ぶりに開催され

ました。のぎネットとボランティア団体でつくる実行委員会主催。会場は

地元商店、自治会など模擬店が軒を連ね、ビール・から揚げ等の販売。ステー

ジではハワイアン演奏で始まり大道芸、ベリーダンスと多彩なパフォーマ

ンスが披露されました。

　猛暑の中、開場と同時に多くの来場

者が足を運びにぎわい、久しぶりの外

のみ。おいしいビールに「乾杯」「乾杯」

と会場いっぱいに笑顔の花が咲き、暑

い夏を楽しんでいました。

野木町の魅力を

発信していきます！

元気な野木に「乾杯」　

第12 回のぎの楽市「ビールまつり」開催

　敬老の日のお祝いとして、今年度１００歳

を迎えられる方を町長が訪問し、お祝い状

と記念品を贈りました。おめでとうござい

ます。

問健康福祉課　撒（57）4173

武田　啓次　様

投稿

野木町公式Ｉｎｓｔａｇｒａｍ運用開始のお知らせ

　令和５年１１月１日より、野木町公式Ｉｎｓｔａｇｒａｍ

アカウント「野木町（栃木県）」の運用を開始します。

　各種お知らせ、観光、イベントなど、野木町に

関する様々な情報をお届けいたしますので、ぜひ

「フォロー」をお願いいたします。

　スマートフォンなどの端末で、ＱＲを読み取るこ

とでフォローが可能です。

問総務課　撒（57）4134
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問総務課　撒 (57)4134　死 soumu@town.nogi.lg.jp問総務課　撒 (57)4134　死 soumu@town.nogi.lg.jp

広報のぎにお子さんの写真を載せてみませんか
対象：町内在住で未就学児のお子さん
　　　窓口または町ホームページの応募　
　　　フォームよりご応募ください。

　仲良し3姉弟♪りょうくんかわいいー♡って
のあもここなもたくさん可愛がってくれます♡

問 野木歴史文化伝承会　撒０２８０（５７）０６９０　担当：松本

野木の古い写真を探しています！
昭和４０～６０年の写真も大歓迎

町の人口 令和５年 10 月１日現在　※直近の国勢調査結果を基に、住民基本台帳の増減数により算出しています

◇人口　男 １２，１１４人　女 １２，２９４人　計 ２４，４０８人　　◇世帯数 １０，０８３

白
し ら が

髪　希
の あ

彩ちゃん（５歳２ヶ月）

　　　志
こ こ な

彩ちゃん（３歳３ヶ月）

　　　凌
り ょ う

旺くん　（０歳９ヶ月）

令和６年野木町はたちを祝う会

　はたちを祝う会を次のとおり行います。ぜひご参加ください。

　現在、町外に住所を移されている２０歳になられる方が参加を希望されている場合は、１１月２４日（金）

までにご連絡願います。なお、連絡が遅れても参加できます。

日令和６年１月７日（日）１０時～（受付９時２０分～）

所野木エニスホール　容式典・記念写真撮影

対平成１５年４月２日～平成１６年４月１日に生まれた町内在住者および本町出身者

※案内状は、１１月中に届くよう発送します。

問生涯学習課　撒（５７）４１８８

　町の産業を一堂に集め、町民の方々への紹介を通して農業・商業・工業の調和のとれた発展に寄与すること 

を目的に開催します。大人も子どもも楽しめる各種企画をご用意していますので、ぜひご来場ください。

日１１月１２日（日）９時～１４時　所野木エニスホール

容おたのしみ抽選会・農産物共進会及び野菜即売会・工業製品等展示即売会・郷土手作り食品等即売会 等

※詳しくは別配付のチラシをご覧ください。

問産業祭実行委員会事務局（野木町産業振興課内）　撒（５７）４１７５

町制施行６０周年記念第４４回野木町産業祭

　この集合写真は戦時中の昭和１９年に野木中を卒業された方々が 

１０年後の同級会を記念して学び舎の前で撮ったものです。

　野木中は潤島に移転し現在は野木町役場になっていますが、ヒマ 

ラヤ杉と思われる背後の木は先の竜巻被害を生き延び、７０年経った

今も同じ場所で町民を見守っています。


